
近年，包袋閲覧や特許電子図書館（IPDL）

だけでは得られない，知財情報の二次加工デー

タは，多くの情報提供会社（以下，ベンダー）

から提供されている。

しかし，現在提供されているツールの多くは，

特許庁が提供している整理標準化データを元に

したものなので，公報と審査経過情報を使った

解析に留まっている。知的財産情報を最終的に

利用する企業のマネージメント部門，研究部門，

1 ．はじめに

事業部門などが利用するための情報としてはま

だ不完全である。

このため現状では，知財部員など知財のスキ

ルを持った担当者が，パテントマップツール等

から出力された結果に，更にデータを追加した

り解析結果に目的に合わせた説明を加える等の

三次加工を行う必要がある。

本稿では，自動的にこのような三次加工を行

うための機能を実現するためのシステムとはど

のようなものかについて検討する。

企業活動にとって必要な情報とは，その正確

さは当然のことながら，情報をいかに早く利用

者に届けることも重要である。

また，解析結果は知財の状況を表したものに

留まらず，自社事業の経過や今後の予測，同事

業を行っている他社との比較，新しい事業分野

の事業性の判断材料，他社との事業比較，社内

人事配置の見直し等多方面に活用が可能である。

2 ．解析システムに求められるもの
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しかし，速報性を優先すると検索精度が悪く，

検索ノイズが多く含まれてしまうため，正確性

が乏しくなり，正確性を優先すると，解析を行

う母集団抽出のための検索に多くの時間を費や

し，利用者が必要とする時期には提供すること

が困難という問題がある。

従って，この相反する問題を解決できるシス

テムが必要となる。

現在の解析ツールは，大別して２種類の方法

と，それぞれを複合した方法で解析を行ってい

る。

（1）書誌情報の分析

検索結果の母集団の書誌情報ごとの傾向を数

量的に表現し，複数の書誌情報項目間の相関を

解析する方法である。一般的にパテントマップ

と呼ばれる解析ツールのほとんどがこの方式に

よるもので，折れ線グラフや棒グラフ，バブル

チャート等により視覚化することにより，わか

りやすく表現することができる。

（2）形態素解析による明細書等のテキスト分

析

明細書等の文章に形態素解析を行うことで，

書誌情報からだけではわからない，公報本文に

含まれる明細書のキーとなる単語や，単語の掛

かり受けの出現頻度を集計・解析する。

それぞれの公報に含まれる単語などを機械的

に分類し，それぞれの相関を取ることで，他の

公報との相関の強さを平面的に展開することに

より，母集団の技術的な分布を視覚的に表現す

ることができる。

前記の２種類の方法で解析をおこなったと

き，次のような課題がある。

2．2 課　　題

2．1 現在の解析ツールの概要

（1）公報データ利用の課題

特許公開公報は，出願後１年６ヶ月してから

の公開となるため，公開された最新情報でも，

その特許に関する研究開発に着手してから既に

少なくとも約２年以上の時間が経過しているの

で，その時間的な遅れをプレスリリースや学会

雑誌など他の情報で補完することが必要にな

る。

また，現状のツールでは，キーとなる特許と

付帯的な特許を同じ重み付けで解析を行ってい

るが，解析精度を上げるためには，公報ごとに

重み付けを行う必要がある。

（2）事業と知的財産権との相関

公報に記載されている内容で，技術的な面を

把握することは出来るが，企業活動を進める上

で必要とする事業との結びつきを明確にするた

めの情報をどう表現するかが課題である。

しかし，前述のように，現在の解析ツールで

行える解析は，その情報源からの制約等により

種々の課題がある。これらを改善するために，

次世代解析システムでは以下の機能が必要とな

る。

１）再加工などの時間，手間を掛けずに最適な

解析結果が得られる。

２）事業との結びつきが表現された解析結果が

得られる。

前述のように，現在の解析ツールの種々の課

題を解決した次世代解析システムを考えると，

従来は，元となる公報データ（検索結果から得

られた母集団データ）だけを用いて解析を行っ

てきたが，次世代解析システムは，更に各企業

が持っている社内データも含めて解析を行うこ

とが重要であり，そのためには，各企業内で公

報データと社内データを統合したデータベース

構築が重要となる。

3 ．次世代解析システム
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図１に現在の解析ツールと，次世代解析シス

テムのシステム構成図を示す。

図１の各要素は次のような意味を持ってい

る。

１）知財情報

現在の解析ツールでも用いられている，特許

検索システムから得られるCSV出力等の母集

団データである。

２）非知財情報

次世代解析システムで必要となる解析要素

で，これには，製品ごとの売上額，開発投資額

等の経理情報や，営業活動等により得られた市

場情報や他社情報を数値化したデータ，各種知

財権と自社・他社製品との結びつきを紐付けし

たデータなどが該当する。

３）主観的知財評価

次世代解析システムで必要となる解析要素

で，自社知財権ごとに，社内実施やライセンス

供与等の活用状況に基づいて評価点をつけたデ

ータである。

４）客観的知財評価

次世代解析システムで必要となる解析要素

で，検索システムから得られる公報の書誌的事

項や審査経過情報に重み付けをし，知財権ごと

に評価点をつけたデータである。

５）解析用データベース

次世代解析システムに必要なデータベース

で，前記解析システム構成要素１）～４）項の

各データを関連付けするためのリレーショナル

データベースである。

６）演算処理モジュール

現在の解析ツールでも行っている，母集団を

元に出力形態にあった集計等を行う解析システ

ムの中枢である。

７）グラフ化モジュール

現在の解析ツールでも行っている，演算処理

モジュールで得られた結果を各種グラフとして

表現するためのモジュールである。

８）目　的

次世代解析システムで使用する解析のための

パラメータで，このパラメータは，求められる

解析結果の出力形態を決める。

９）レベル

次世代解析システムの解析結果を利用する対

象者は，知財スキルに大きな幅が想定されるの

で，８）項と同様に，対象者に合わせた解析結

果の出力形態を決めるためのパラメータであ

る。

前述のような次世代解析システムを用いてど

のような利用が出来るのか。その解析結果事例

を示す。

事例ごとに

3．1 求められる解析結果

395知　財　管　理　Vol. 60 No. 3 2010

図１　解析システム構成

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



１）解析の目的

２）必要な情報

３）解析手法

４）出力例

について，説明し，

５）出力例解説

にて，解析結果から導くことができる分析の一

例を示す。

（1）知財リスク（ａ）

１）解析の目的

同じ分野の製品や技術を持った他社につい

て，知財に関する係争の起きる可能性を各社比

較することで，その対策を立てる。全般的な傾

向をつかむ目的で使用する。

２）必要な情報

・知財情報：各社の登録（出願）件数。この解

析では，現時点での知財リスクについて検討

するため，必要な知財情報は登録件数であ

る。

・非知財情報：各社の対象製品分野の売上額等

の営業指数

３）解析手法

各社ごとに売上額で登録件数を除した結果を

グラフ化する。

知財リスク指標＝登録件数／売上額

４）出力例

3．2 解析結果例

５）出力例解説

リスク指標が高いほど，権利者から権利行使

を受ける可能性が高いといえるグラフである。

Ｅ社とＡ社を比較すると，どちらも特許保有

件数は他社と比べて少ないので，企業規模とし

てはそれほど大きくないと推定できる。推定さ

れる企業規模から判断すれば，一見，係争にな

るリスクは小さいと考えられる。

しかし，知財リスク指標としてみた場合，Ａ

社の知財リスク指標は小さい。これは保有特許

数に比べ売上額が高いので，製品製造を主業務

としていると推定できることを示している。

一方，Ｅ社は，製品製造の売上額が低いため

知財リスク指標が大きくなっている。このこと

から，Ｅ社は製品製造よりもライセンス供与な

どの対外的な知財活用が主な業務であり，他社

に対して係争を起こす可能性が高い企業である

ことが推定できる。

（2）知財リスク（ｂ）

１）解析の目的

自社と同じ分野の製品や技術を持った他社と

を比較し，事業展開のためにどの程度の知財権

を保有することで，他社より優位な事業を行え

るかを判断する。客観的評価値を使用するため，

解析結果例（1）知財リスク（ａ）より精度を

上げることができる。

２）必要な情報

・知財情報：各社の出願（登録）件数

・客観的評価値：公報から得られた評価値

・非知財情報：各社の対象製品分野の売上額

３）解析手法

母集団の個々の公報に対して，客観的評価を

行うことにより特許ごとの重要度を定義し，そ

の客観的評価値の和を知財力とする。

知財力を売上額比で除したものを縦軸に，各

社の客観的評価値の最大値を売上額比で除した

ものを横軸に，件数をバブルの大きさとしたバ
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ブルチャートを作成する。

更に，各バブルの位置をＹ＝Ｘの直線と平行

に売上額が小さいほど右上に行くように移動す

る。

各バブルは，中心座標をＸ，Ｙ，半径をｒと

したとき，

x１＝集合の客観的評価値の最大値

y１＝集合の客観的評価値の和…知財力

ｒ＝集合の件数

Ｘ＝x１／売上額比

Ｙ＝y１／売上額比

売上額比は，対象となる全社の売上額中に占

める集合の割合。

４）出力例

５）出力例解説

出力例では，Ａ社は多くの特許を保有してい

て，更にその客観的評価値も高いが，売上額は

他社と比べて低いので，製品の製造・販売を主

な事業としている企業ではないことが想定され

る。このため，業界協調をする必要がなく，保

有する知財技術を元に，図３の左下に位置する

他企業などに権利行使をする可能性が大きい企

業であるといえる，

Ｂ社は特許の保有件数は少ないが，客観的評

価値の高い特許を保有していることがわかる。

権利行使をする企業ではなく，小規模ながら優

れた技術を持った企業と思われるので，技術提

携先となる可能性がある。

Ｃ社を始め左下に集まっている複数社は製品

製造が主な事業であると想像できるので，紛争

等が起きても，クロスライセンスの締結等で対

応が可能であると推定できる。

（3）発明活性度シェア

１）解析の目的

他社と比較して，知財が事業に活用され効率

良く事業展開が行えているか，人的投資が適正

に行われているか，を判断する材料とする。

２）必要な情報

・知財情報：対象とする事業分野の出願（登録）

件数，実発明者数および客観的評価値

・非知財情報：各社の対象製品分野の売上額

（売上額の割合）

３）解析手法

売上額を，書誌情報から取り出した実発明者

数で除す。

実発明者数は，各公報の書誌情報から取り出

した発明者をカウントするが，同一発明者が複

数含まれているので，同一発明者が複数の公報

に含まれていても一人としてカウントする。

発明活性度シェア＝売上額／実発明者数

４）出力例

５）出力例解説

図４のカッコ内は製品ごとの各社の売上シェ
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アを表している。Ａ社の製品A1は，売上シェ

アとしては10％であるが，発明活性度シェアは

23%であり，製品に係わる実発明者数が少ない

ため，効率よく製品開発が行われていることが

わかる。逆に，Ｃ社の製品C1は，売上シェア

としては40％確保しているが，製品に係わる実

発明者が多いため，発明活性度シェアは本事例

のように20％となり，Ａ社と比べて，技術的な

投資（実発明者数）が売上に結びついていない

ことがわかる。

Ｃ社は，技術開発に係わる人員を有効に活用

していないので，今後他社の新技術により現在

のシェアを奪われかねない。発明活性度を上げ

て，他社との競争力を強化していく方策を検討

する必要がある。

（4）特許と事業の相関

１）解析の目的

各社のビジネス状況から研究開発投資や，営

業活動成果等，事業活動との相関を可視化する

ことで，適正な人的配置，事業計画の見直し等

の判断材料とする。

２）必要な情報

・知財情報：対象とする事業分野の出願（登録）

件数と，書誌情報から得られる実発明者数

・非知財情報：各社の対象製品分野の売上額

（売上額の割合）

３）解析手法

販売数量（売上額）の各社の比を求める。

対象とする製品の出願（登録）件数を求める。

書誌情報から実発明者数を求める。

それぞれを積み上げグラフにして，３種類の

グラフを並べる。

４）出力例

５）出力例解説

図５の上段は製品販売のシェアを，中段は製

品に対応した出願件数比，下段は出願に関係し

た実発明者数比を表している。

Ｂ社の製品B1について見ると，シェアはト

ップであるが，出願件数が製品のシェアに比べ

て小さいので，現在のシェアは技術的な裏づけ

よりも，営業力によるところが大きい。逆に，

Ｃ社の製品C1は，出願件数，実発明者数とも

に，Ｂ社の製品B1より多いがシェアは小さい。

Ｃ社は技術的には，Ｂ社よりも優れていると推

定できるので，営業力を強化することで，更に

シェアを伸ばせる可能性がある。

また，Ａ社の製品A1に係わっている実発明

者は，同じＡ社の製品A2に係わっている実発

明者より，技術開発の成果が多いことがわか

る。

また，同じ解析方法で，年度ごとに複数の結

果を時系列で解析することで，更にその製品の

消長傾向が読み取れるため，たとえば，Ａ社の

A1製品について，実発明者数比が年とともに

減少傾向にあるとすると，Ａ社の製品A1は撤

退基調にあることが推定できる。

（5）開発費投資効果

１）解析の目的

自社・他社の開発投資状況と，特許出願（登

録）件数の状況を把握し，更に研究開発投資額
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に比べて技術開発成果が上がっているかを見

る。

２）必要な情報

・知財情報：出願（登録）件数

・非知財情報：各社の開発投資額

３）解析手法

各社の特許一件当たり開発投資額を折れ線グ

ラフとして表示する。

各社の出願（登録）件数を棒グラフとして表

示する。

４）出力例

５）出力例解説

１件当たり開発投資額は，Ａ社５千万円　Ｂ

社は８千万円，Ｃ社は１億８千万円，Ｄ社は８

千万円であるが，それぞれ出願件数は，350件，

250件，90件，160件となっている。

Ｂ社とＤ社は，会社規模の違いにより，特許

件数には差が表れているが，１件当り投資額で

みると，ほぼ同じ水準であるので，平均的な開

発投資効果を上げていることがわかる。

それに対し，Ａ社は，開発投資額は小額であ

るが，１件当り投資額で見ると，他社よりかな

り小額になっているので，技術開発効率が優れ

ていることがわかる。

また，Ｃ社の場合，開発投資が有効に活用さ

れていないことがわかる。

Ｃ社が自社の場合，技術開発体勢の見直し等

が必要と判断できる。

（6）市場規模と知財力

１）解析の目的

自社の事業分野ごとの知財力と市場規模の相

関を求めることで，技術者の適切な配置を行

う。

２）必要な情報

・知財情報：事業分野ごとの出願（登録）の客

観的評価値

・非知財情報：事業分野の想定している市場規

模

３）解析手法

各バブルは次のように定義する。

Ｘ＝市場規模

Ｙ＝事業分野の出願（登録）特許の客観的評価

値の合計

ｒ＝実発明者数（他社の場合と比較するために

は，公報の書誌情報から実発明者数を求める必

要がある。）

Ｘ軸を市場規模，Ｙ軸を客観的評価値として，

各事業をグラフ上に表す。

４）出力例

５）出力例解説

解析結果のグラフで，適正範囲は市場規模に

応じた平均的な発明者数と客観的評価値を表し

ている。

右に行くほど市場規模が大きく，上に行くほ
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ど知財力が大きいので，全体を次の４つの領域

に分けて傾向を考える。

・右上：主力事業領域

・右下：知財力強化領域

・左上：人員異動領域

・左下：事業撤退領域

目安として，左下から右上に上がる直線状に

バブルの中心があり，右上に行くほど市場規模

に応じてバブルの大きさが大きく（技術者を多

く）するのが理想的な形となる。

この解析結果例では，左上のバブルをＡ事業，

右上のバブルをＢ事業，左下のバブルをＣ事業，

右下のバブルをＤ事業としたとき，Ａ事業とＢ

事業は，ほぼ同じ人数であるが，市場規模がＡ

事業のほうが小さいので，現在の人数をかける

までもなく，事業の継続は行える。

Ｄ事業は市場規模が大きく売上増が期待でき

る事業であるのに，現在の知財力が不足してい

るため，Ａ事業の人員をＤ事業に異動すること

で，Ｄ事業のシェアの拡大を期待できる。

また，Ｃ事業は，市場が小さい上に，知財力

も無いので，撤退を考え，人員を他の事業へ異

動したほうが売上に貢献できる。

（7）技術トレンドの推定

１）解析の目的

現在の技術トレンドを把握して，研究開発テ

ーマの選定等の参考とする。

２）必要な情報

・知財情報：IPCなど，テーマコードごとの出

願件数（全出願から抽出）

・非知財情報：技術分野ごとの論文掲載件数

３）解析手法

出願件数をテーマごとに分けて棒グラフと

し，同様に論文掲載件数についても，テーマご

との折れ線グラフとする。

４）出力例

５）出力例解説

Ａ技術の特許件数は，1980年をピークに下降

傾向になっている。同様な傾向は論文掲載件数

にも表れており，まだ出願が続いている1990年

以降はなくなっている。

同様な傾向はＢ技術も論文件数が先に下降し

ている。

2005年から急激に出願件数が増加したＣ技術

は，その論文が2000年から立ち上がっている。

このテーマに関係する事業の市場がこれから拡

大していく可能性があるので，このテーマに開

発資源を投入するのがよい。

（8）市場ニーズ適応力

１）解析の目的

ある事業分野で，自社・他社の強み・弱みを

把握して，営業活動の参考とするとともに，自

社の弱みを補強する知財戦略を立てる。

２）必要な情報

・知財情報：ニーズごとの出願（登録）件数

（同じ分野の各社の公報を解析し，市場ニー

ズに従って分類（主観的評価）したもの。）

・非知財情報：市場ニーズを分類して，そのニ

ーズの度合いを求めたもの

３）解析手法

市場ニーズの分類に従って，各社の出願（登

録）件数を棒グラフにして，そこにニーズの大
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きさの折れ線グラフを重ねる。

４）出力例

５）出力例解説

Ａ社が自社だとすると，自社製品のセールス

ポイントである「省エネ」は，技術的にも裏づ

けのある，他社より優れた「省エネ」技術を使

用しているといえる。

Ｄ社の場合は，ニーズのトレンドである「省

エネ」に対応する技術力が劣っているため，ニ

ーズの少ない「カスタマイズ」関連の技術者を

「省エネ」の技術開発に異動することで，他社

に追いつける可能性がある。

（9）事業計画立案

１）解析の目的

自社の事業分野ごとの経年変化を折れ線グラ

フとし，予め過去の経験から求めたしきい値の

線を引くことで，その事業の技術的なてこ入れ

時期，撤退時期を判断する材料とする。

２）必要な情報

・知財情報：出願（登録）件数，客観的評価値，

主観的評価値。

・非知財情報：事業ごとの売上額

３）解析手法

知財力＝事業ごとのその年度に保有していた特

許の客観的評価値，主観的評価値の合計

売上構成比＝事業ごとの売上額／全体の売上額

事業力＝（知財力×α）＋（売上構成比×β）

事業の成否は技術力・営業力相互の補完によ

って成り立つので，この解析結果の使用目的に

よって，それぞれの重み付け（α，β）を代え

ることで，事業力を算出する。

補強レベル＝過去の事業の実績を元に，技術的

な補強により事業継続が可能なラインを決定す

る。

撤退レベル＝過去の事業の実績を元に，技術的

な補強を行っても事業継続が困難なラインを決

定する。

４）出力例

５）出力例解説

事業Ａは長年自社の主力事業としてきたが，

一時補強レベルを下回り，そのときは知財強化

により持ち直したが，近年，再び補強レベルを

下回っている。下降はそれほど大きくないので，

事業としての継続は可能だが，知財など技術力

の強化，営業力の強化等の総合的な対策を行う

必要がある。

事業Ｂは，事業Ａが一時補強ラインを下回っ

たときに，その補完事業として立ち上げたもの

だが，技術的な面で後発だったため，事業とし

て成り立つ以前に撤退となった。

事業Ｃは，再び事業Ａが下降ラインになった

ときの補完事業として立ち上げた事業である

が，市場ニーズとマッチして，主力事業として

急成長をしている。

このグラフを毎年更新することで，事業のて
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こ入れや，撤退，新事業立ち上げ等の対応時期

をより早く決定することが出来るようになる。

前述のような種々の解析結果例からもわかる

ように，知財情報をベースにしたマクロ解析を

行った結果は，知財関連業務ばかりではなく，

企業活動に直接活用できる情報とすることがで

きる。

しかし，そのためには従来はベンダー任せだ

った解析ツールに，ユーザ側の積極的な関与が

不可欠である。

次に，ユーザ側およびベンダー側それぞれが，

今後解決すべき課題を整理する。

ユーザ側の検討課題としては，解析結果の利

用者とその利用目的，主観的評価の方法や基準，

などがあるが，ここでは主観的評価について説

明する。

（1）主観的評価の課題

主観的評価とは，その特許等が事業に対して

どのような貢献をしているかを評価するための

ものである。

従ってその評価基準は業種や企業の方針によ

って大きく変化するものであるので，この評価

値に対して各企業が独自に評価基準を決める必

要がある。

次にいくつかの主観的評価の評価基準例を示

す。

１）自社実施状況による評価

自社製品に使われているかどうかを基本に，

使われている場合には，その製品の売上額によ

ってランク付けを行う。

２）事業との関連性による評価

自社製品には使用していなくとも，他社への

牽制としての効果，特許群としての効果等の間

4．1 ユーザ側検討課題

4 ．次世代解析システムの実現に向けて

接的な事業への貢献度をその貢献度（主観的な

判断となる）をランク付けする。

３）技術面による評価

直接的に事業には結びついていないが，技術

的な進歩性があり，業界として重要と思われる

ものについて，その重要性の度合いをランク付

けする。

このように多様な観点での評価が必要である。

次世代解析システムを実現するための課題と

して，ベンダー側は，客観的評価，解析用デー

タベース，演算処理モジュール，グラフ化モジ

ュール，の４プロセスについての検討を行う必

要がある。

（1）客観的評価

客観的評価とは，前述のように書誌情報，審

査経過・登録情報等から，その特許の価値を判

断するもので，評価値を求めるためには次の条

件を考慮する必要がある。

１）項目ごとに評価値を決めた根拠が明確に

なっていること。

解析結果がいかにわかりやすいものでも，解

析に使用したデータを求めた過程がわからない

と解析結果そのものの説得力が弱くなってしま

う。

２）業種ごとに異なる評価基準を用意するこ

と。

業種ごとに同じ書誌情報等であっても，その

評価の考え方が異なるので，業種にあった評価

基準を選択できるようにすることが必要であ

る。

なお，客観的評価はそれ単独で使用するもの

ではないので，客観的評価値は，ABCランク

程度のもので十分である。

4．2 ベンダー側検討課題
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（2）解析用データベース

従来は解析を行うたびに，検索システムから

与えられたデータを演算処理してグラフ化を行

っていたが，次世代解析システムにおいては，

知財情報については，客観的評価値，主観的評

価値，非知財情報など，常時更新などのメンテ

ナンスが必要なデータがあるので，その都度の

解析をスムーズに行うために予め専用データベ

ースを用意する必要がある。

次にデータ更新方法の例を示す。

１）客観的評価値

公報検索システムと連動して，検索を行うと

きに書誌情報・審査経過情報等を取り込み，常

に客観的評価値を最新の状態に更新するような

連携をシステムに組み入れる。

２）主観的評価値

主観的評価値は，前述のようにユーザにより

その基準が異なり，またデータの更新時期は

種々考えられるので，ユーザが常時入力できる

ように案件ごとの入力や，一括入力などの各種

入力方法を用意しておく。

（3）演算処理モジュール

演算処理モジュールそのものは，従来行って

いる集計等の演算処理であるが，解析用データ

ベースから解析に必要なデータ，特に非知財情

報を，解析を行う母集団とどのようにリレーシ

ョンを取り，演算を行うかを検討する必要があ

る。

（4）グラフ化モジュール

現在の解析システムや，一般の表計算ソフト

等も各種のグラフを簡単に表示することがで

き，それぞれが多様なグラフを提供している。

しかし，標準グラフだけでは目的とする解析

結果をわかりやすく表現できないものもあるの

で，棒グラフや折れ線グラフのように，誰が見

てもわかりやすい，利用目的にあった表現方法

の検討が必要である。

2007年度に特許解析ツールのベンダーと，知

的財産情報システム委員会および知的財産情報

検索委員会の委員にアンケート調査を行った結

果，ベンダー側とユーザ側とで，解析結果の利

用方法や利用者の想定が異なっていた。そのた

め，ユーザが求めている解析結果と，ベンダー

側で検討して欲しい点を委員会のテーマとして

検討した結果が本稿である。

この検討結果が，特許庁業務システム最適化

計画の実現により公開される情報を利用して，

新しい知財情報の解析手法の確立に寄与できれ

ば幸いである。

（原稿受領日　2009年12月16日）

5 ．おわりに
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